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令和元年 12月安芸市教育委員会定例会議 議事録 

 

開会および閉会 
令和元年 12月 20日 9時開会 9時 45分閉会 

安芸市役所第 1・2会議室 

 

出席委員の氏名 
教育長   藤田 剛志 

教育委員  森尾 昭博  ○門脇 茂利  ○山村 泰秋  貞廣 佳子     

※○印は署名委員 

 

委員を除く出席者 
学校教育課 植野 誠一  教育次長兼学校教育課長 

秋山 真樹  課長補佐兼学校教育係長兼学校給食センター所長 

井上 久美  指導主事 

谷 めぐみ  主幹 

生涯学習課 長野 信之  課長 

      山本 和加子 課長補佐兼生涯学習係長 

門田 由紀  文化財係長 

武井 昭   市民館長 

      清岡 幹   スポーツ振興係長 

少年育成センター   

有澤 直樹 少年育成センター所長兼生涯学習課長補佐兼人権学習係長 

教育研究所 吉岡 欣一郎 教育研究所長 

 

議事の経過 
開会 9時 

 

開会挨拶 ※教育長 

 

（教育長等の報告の要旨） 

※特になし 

 

（議案について） 

※議案書に沿って説明 

・議案第 34号 財産の取得について 

○秋山課長補佐  市立安芸中学校及び市立清水ケ丘中学校の移転に伴う統合中学

校用地のため、28名 40筆の土地を取得することについて議決を得た。これにより、
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土地引き渡しの効力が発生したので、今後所有権移転登記を進めていく。 

 

・議案第 35号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係教育委員会規則の整備に関する規則について 

〇長野課長  地方公務員法が改正され、新たに「会計年度任用職員」という制度が

創設され、来年 4 月に導入されることとなっている。これは自治体が雇用する非常

勤職員の任用に関して、明確な規定がなかったことから、自治体によって違った解

釈により、問題等が生じており、任用の適正化を図るため、新たに創設されたもので

ある。 

このことに伴い、全庁的に関係する条例、規則等の改正が必要となったことから、

教育委員会に関係する規則、規程の見直しを行うものである。 

1つ目は教育研究所長の任期について、2つ目は、職員の営利企業等の従事許可に

関する手続きについて、3つ目は、社会教育指導員について、最後に、4つ目の安芸

市公民館活動指導員について、新旧対照表のとおり改めている。 

 

・議案第 36号 安芸市教育委員会職務決裁規程の一部を改正する訓令について 

○長野課長  「会計年度任用職員」の導入により、影響のある個所の改正であり、

改正内容は新旧対照表のとおりである。 

 

（議案に対する質問及び討論の要旨） 

・議案第 34号 財産の取得について 

○森尾委員  反対した議員の意見はどのようなものか。 

○藤田教育長  敷地が広大すぎないかという意見があった。 

○植野次長兼課長  他にも、建設に係る費用が当初より増額となったことについ

ての批判的意見があった。 

  

（承認） 

 

・議案第 35号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係教育委員会規則の整備に関する規則について 

○山村委員  具体的に何が変わるのか。 

○長野課長  任用条件がこれまで無かったものを規定した。 

○植野次長兼課長  人件費削減のために臨時職員が増えたところ、本来の臨時職

員の意味とは異なる雇用が蔓延した。このことの是正のための会計年度任用制度で

あると考えている。賃金としては、月額では今より減るが、期末手当が支給されるの

で、総額では増える。 

○山村委員  パートの人も対象となるか。 

○長野課長  会計年度任用職員になる。 

○森尾委員  臨時職員が継続して何年も来ているということはそれだけ人が必要
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ということだと思うが、どのように考えているか。 

○長野課長  本来なら正職員を配置するべきだが、職員定数があり対応できてい

ないのが現状。 

 

（承認） 

 

・議案第 36号 安芸市教育委員会職務決裁規程の一部を改正する訓令について 

※特になし （承認） 

 

 

（諸般の報告について） 

※諸般の報告（12月）に沿って報告 

○井上指導主事  学校教育課の報告。1日は、がん患者さんを講師として招き、が

ん教育推進事業公開授業を行った。12 日は、高知県学力定着状況調査・安芸市学力

調査を実施。18日は、市内 3中学校による地域学習発表会があり、総合的な学習の

時間で学んできたことの成果を発表した。 

 

○山本補佐兼係長  図書館では 12月 7日から 28 日までスタンプラリー実施。21

日から 2倍貸出し開始。 

 

○清岡係長  スポーツ振興係の報告。8日、第 45回安芸タートルマラソン全国大

会開催。今年から男女とも年齢制限を 30 歳以上に緩和したので、参加者が増えた。 

  

○有澤所長  人権教育係は、3日、11日、17日と人権地区別懇談会を「高齢者の

人権」をテーマに土居、赤野、川北の公民館で開催した。女性の家は、各種講座を開

催している。 

 

○門田係長  5日、高知県文化財パトロールを実施。県から指定された文化財に変

化がないか確認してきた。18日からは統合中学校用地造成のための試掘調査を実施。

弥生時代の住居跡や須恵器が発掘された。 

 

○武井館長  21日は人権フルマラソンに約 150人が参加する予定である。 

 

〇有澤所長  3日、12日定期補導を実施。8日はタートルマラソンに子ども会バザ

ーの出店をした。20 日、ハッピースマイル運動を赤野小で行った。不審者情報等な

し。 

 

○吉岡所長  11 月よりふれあい教室に通所できるようになった子供がいる。また

中学三年生の生徒は中村スクールアドバイザーにアドバイスをもらいながら進学に
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向けて話し合いをした。 

 

（諸般の報告に対する質問及び討論の要旨） 

○森尾委員  タートルマラソンの事前清掃のおかげで、コースがきれいになった。

ランナーも気持ち良く走れたことと思う。 

 

（行事予定について） 

※各自、行事予定表を確認 

     

（行事予定に対する質問及び討論の要旨） 

○山本補佐兼係長  成人式の参加、協力のお願い。 

 

（その他） 

※特になし 

以上 

 

閉会 午前 9時 45分 

 

 

（署  名） 

 

   教育委員 

 

               

 

 

               

 

 

 

調製者 

 

学校教育課  谷 めぐみ   


